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１【提出理由】

2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項およ

び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月21日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

１ 期末配当に関する事項

(1)　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式１株につき金4.5円 総額1,141,790,954円
 

(2)　剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年６月24日  
 

２　その他の剰余金の処分に関する事項

(1)　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 8,500,000,000円
 

(2)　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 8,500,000,000円
 

第２号議案 取締役９名選任の件

上田豪、伊藤歳恭、杉浦雅和、田中秀人、長合教実、柳谷剛、小林長久、川喜田久および若狭

一郎の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

　　　　　　　　　　　鶴岡信治および川端郁子の両氏を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果および
賛成割合(％)

(注)３

第１号議案 1,884,621 139,753 0 (注)１ 可決 90.65

第２号議案       

上田　豪 1,685,633 338,741 0 (注)２ 可決 81.08

伊藤　歳恭 1,716,227 308,147 0 (注)２ 可決 82.55

杉浦　雅和 1,842,835 181,539 0 (注)２ 可決 88.64

田中　秀人 1,844,179 180,195 0 (注)２ 可決 88.70

長合　教実 1,924,478 99,896 0 (注)２ 可決 92.56

柳谷　剛 1,924,358 100,016 0 (注)２ 可決 92.56

小林　長久 1,900,543 123,831 0 (注)２ 可決 91.41

川喜田　久 1,878,177 146,197 0 (注)２ 可決 90.34

若狭　一郎 1,989,800 34,574 0 (注)２ 可決 95.71

第３号議案       

鶴岡　信治 2,011,717 12,657 0 (注)２ 可決 96.76

川端　郁子 2,014,121 10,253 0 (注)２ 可決 96.88
 

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

３　賛成割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および株主総会当日出席

分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合で

あります。

　

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議

事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対お

よび棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。
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